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7１ 

〔研究ノート〕

フランスのデイスクロージヤー制度における証券取引委員会の役割

一株主総会時の情報の整備（５）－

大下

目次

Ｉはじめに

Ⅱ株主総会時の情報に関するＣＯＢの基本的活動

１．ＣＯＢの活動の概観

２．ＣＯＢの基本的活動

（以上第29巻第4号）

ⅢＣＯＢ設立以前の法定公表制度の改革とＣＯＢ

による改革

１．１８０７年商法典と株式会社設立の認可制度

２．１８６３．６７年の改革とその特徴

３．１９３５．３７年の改革とその特徴

４．１９６６年の改革とその特徴

５．ＣＯＢによる改革とその特徴

（以上第30巻第１号）

Ⅳ上場会社の株主総会の活性化に関するＣＯＢ

の活動

ｌ・フランス企業の支配構造と企業の姿勢

２．フランスにおける個人株主の特徴

３．個人株主の総会参加と株主総会の形骸化

４．上場会社の株主総会の分散化・早期化

５．上場会社の株主総会に対･する個人株主の関

心喚起

（以上第30巻第２号）

Ｖ上場会社の年次報告書の整備

１．ＣＯＢ設立以前のフランス企業の年次報告

書の法規制

２．ＣＯＢ設立以前のフランス企業の年次報告

書の実践一企業の事例分析一

（以上第30巻第３号）

３．ＣＯＢ設立以降のフランス企業の年次報告

書の法規制

（以上本号）

舅

3．ＣＯＢ設立以降のフランス企業の年次報告

書の法規制

次に，ＣＯＢ設立（1967年）以降の企業の年次

報告書の法規制を，1966年商事会社法とその後の

法令との関連で見ていきたい。

（１）年次報告書の法規則

「年次報告書（rapportannuel)」あるいは

｢年次ブラケット（praquetteannuelle)」自体が

法規制の対象となっていないことは，1966年７月

24日法律（以下「1966年商事会社法」と呼ぶ）と

1967年３月23日適用デクレ（以下「1967年デクレ」

と呼ぶ）までの規制と同様である。すなわち，法

的に規制されるのは，理事会報告書，会計監査役

報告書，決算書類等の個々の報告書・書類であり，

これらを収容する年次報告書は法的には企業が自

主的に作成していることになっている。

1966年商事会社法以降，当該法律に基づくデイ

スクロージャー制度ｗの基本的な枠組みは大きく

変わっていない。しかし，企業集団規制の重要性

の増大やＥＣレベルでの会計規制・証券規制の調

和化作業の進展により，デイスクロージヤー制度

2鰯鰡籔晶鰯騨t1il二M髻脅
収容の各報告書・書類の規制に関係するものとし

て次の諸法令を挙げることができる。

・1970年12月31日法律第70-1322号

・1981年12月30日法律第81-1162号

・一般会計に関するプラン・コンタブルの規定を

承認し企業に義務付ける1982年４月27日省令

・1978年７月25日ＥＣ理事会採択の第４号指令

と商人および特定会社の会計義務との調和化

にかかる1983年４月30日法律第83-353号

（以下「1983年調和化法」と呼ぶ）と1983年４月

３０日法律第83-353号の適用および商人なら，
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ぴに特定会社の会計義務に関する1983年11)』

２９ロデクレ第83-1020号（以下「1983年柵和化

法施行のためのデクレ」と呼ぶ）による改正。

,企業の．倒産の防止と訓`停的解決に関する1984

年３１］111法律第84-1''8号とその適Ⅱ]に係

る1985年３月１ロデクレ第85-295号による

改正

・連結計算書類に関する1985年１月３１１法律第

85-11号とその適川に係る1986年２１jl711デ

クレ第86-221号による改jIi

・1985年７月１２日法律第85-705号による改正

・貯蓄に関する1987年６月１７日法律第87-416号

ここで，年次報告予ＩＦ収容の各報告書・諜類の親

ilillにおけるこれら諸法令の意義を簡単に見ておき

たい。

①1970年12)j31p法律による規制

当該法律により，従業員のための株式の引受。

購入のオプションが認められた。そこで，このオ

プションに関する情報を株主総会で報告する義務

が課せられた。

②1981年12)j30l1法律によるｿJilllill

当該法律により，Ｈ己株式の取り|に|卿する111;報

を株主総会で報告する義務が課せられた。

③一般会計に関するプラン・コンタブルのiljM

定を承認し企業に義務付ける1982年４月2711

省令による規制

当該省令は，ＥＣ第４号指令（年次計算11『類）を

受けて，フランスの会計原則たるプラン・コンタ

ブル・ジェネラルの改正に関するものである。こ

れにより，企業の計算書類の作成・表示の方法が

改正された。

④1983年調和化法と|｢il法の適川のためのデク

レによる改正

1983年,洲和化法と同法の適月]のためのデクレは，

ＥＣ会社法鰯４号脂令を|剥内化するためのもので，

デイスクロージャー規制に関しては，1966年商事

会社法の制度の基本的枠組みを手直しするもので

ある。この改正で，株主総会で作成・提出義務の

ある報告譜・諜類は「営業報告ｉｊｆ（rappo]tde

gestion)｣，「年次計算諜類（comptesannuels)」

｢会計監査役一般報･古書｣，「会I汁濫査役特別報告

誉」となった。従来の「理事会報告番（rappor（

ｄｕｃｏｎｓｅｉｌｄ，administration)」ないし「取締

役会報告７１ド（rapportdudirectoiro)I2I」につい

ては，法規定_上当該名称が１１]いられていたわけで

はなく，例えば，「理事会は経過年度の会社の状

況とその活動に関する報告書を作成するものとす

る｡」（1966年法律|｢1340条２項)，「理事会はその報

告書の読み上げ後（以下省略)」（同法律旧157条１

〕叉）等の表現でその作成・提１１１義務がりj示されて

いた。従って，法規定上「理Z)｢会報告書」の粘称

は規定されていなかった。

1983年調和化法による改正では，これを「営業

報告書」の譜称をⅢいて法律-ｋ正式に規定し，記

載内容もいくつかを特定明示し拡大した。似し，

株式会社の作成する鴬業報告諜は実践上なお従来

liil様「理事会報告書」と呼ばれている131.

決算書類については，従来の「一般経営計算書｣，

｢損益計算書」および「貸借対照表」を「年次計

算ｉＩｆ類」とした。この「年次計算書類」は「貸借

対照表｣，「成果計算響」および「漉記・附属明細

群」を包括する名称である。従って，総会で作成・

提'１１される決算JiIi:類として，「一般経営計算書」

と「損統計鱗I『」が「成果計算う!{:」に変わり，さ

らに「注記・附IlIiilﾘj細瞥」が加わった。

「年次計算書類」の構成要素である「貸借対照

表｣，「成果計蛎ＬＩ:」および「注記・附属明細書」

は解離不能一体（untoutindiSsociable）を形成

する（1983㎡'三調和化法第１章８条３項)。

蛾も重要な点は，イギリス会社法｣この「真実か

つ公正な概観」にjll1当する「誠実な概観」がフラ

ンス会社法に導入されたことである。当該概念の

導入はフランスの企業会計に大きなインパクトを

与えた。

会計監査役の報告書（一般・特別報告欝）の総

会への作成・提出義務については従来と同様であ

るが，計算子'；類の作成に関する「誠実な概観」の

概念の導入とともに，会計監査役の専i】W家として

の判断の重要性が高まった。

⑤企業の倒産の防｣'二と調停的解決に関する

1984年３月１１１法律とその適用に係る1985年

３)111｣デクレによる規制

この法令は，企業倒産の防止の枠内で，一定規

模以上の企業に対して，年次計算諜類以外に次の

財務・見稚情報諜類の作成を新たに義務付けるも

のである（1966年商4i会社法新340-1条～340-3条
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および1967年デクレ新244条～244-5条)。

すなわち，

・資金計算書

・見積資金計１m表

・見積成果計算書

・流動資産（棚卸盗産を除く）状況表と流動負

’債状況表

がこれである。上記会計書類は外部に公表される

ものではないが（同法律新340-2条と340-3条)，

従って内部ﾃ1$類であるが，これら:iIi:類を総会提出

用の「営業報告群」の中で分析し，それらに関す

る情報を記載しなければならないい')Ｑこの意味で，

上記法令の規制は年次報告誉の鴇報告書・書類の

規制に関わりを有するものである。

⑥連結計算:ilF類に関する1985年１)１３［|法律

とその適川に係る1986年２月1711デクレによ

る規制

！'#該法令は，ＥＣ会社法箙７号指令（辿結計算

書類）を国内化するために従来の1966年商:];会社

法の規定に連結計算書類に関する一連の規定を導

入するものである。

これにより，原則として企業集|ｵIを形成するす

べての商事会社に対して，「連結計算書類」と

｢グループ営業報告書」の作成，総会提出が法律

上義務づけられた（1966年商事会社新357-1条，１６８

条および157条)。従って，この規定の適川を受け

る企業の年次報告響には，前川の「営業報告書」

と「年次計算書類」に加えて，「グループ営業報

告課」と「連結計算書類」が記載されることにな

る(5)。

⑦1985年７月12Ｈ法律第85-705号による規制

当該法律により，次の情報を「肯業報+錆'}:」に

記載することが義務づけられた。すなわち，

・フランス領土内に本社を有する会社における

当期の重要な参力11の取得（1966年商IjF会社法新

356条１項）

・当社，当社の子会社およびそれが支配する会

社の活動部｢''１別の活動と成果（同法維新356条

２項）

・自社の主要株主の氏墹と変動（'六|法新356-

３条）

・被支配会社の社名とそれが保有する当社の資

本金部分（同法新356-3条）

である。従って，上記の連結計算書類の規制に続

いて，’会社，参力１１会社及び被支配会社に関する

情報や株式のｲ:１１互持ち合いに関する情報等，企業

集llIjに関わるデイスクロージャー蝋llillが強化された。

③貯蓄に関する1987年６月１７日灘|難による規制

当該法律は退職貯蓄プランとその税ｉｌｉＵ，従業員

のための株式ﾘ|受.購入のオプション，従業員に

よる企業の購入，有IlIi証券税制等に関わってい

る'６１．デイスクロージャー規制の観点からは，従

業貝のための株式ijl受・雌入のオプションに係る

規定が重要であって，これは前述1981年12月30日

法律の蝋ilillを改正するものである。

以上，企業年次報告書収容の器報告課・書類の

規制に関連する法令を凡てきた。年次報告書自体

が法的iliMjljllの対象となっていないのは従来と同様

である。しかし，年次報告書を構成する各報告書・

ilf類の規制については，特に1980年代に入って，

ＥＣレベルでの会計規制の調和化作業の進展と当

該規制の|型|内化，企業集|｣1規制の強化，インサイ

ダー取引規制，企業倒産の予防，従業員の貯蓄保

護等の目的で重要な手ilI[しが実施されてきた。

次に，年次報t1門１１:に収雰される各報皆諜・書類

ごとに，その内容に対する法的蝋ilillとその変化を

具体的に兄ていきたい。

（２）年次報告書を構成する各報告書の法規制

ａ・営業報告書

前述のとおり，1983ｲﾄﾞ調和化法により，すべて

の商事会社に対して当該報告課の総会作成．提出

義務が課せられた（1966年商事会社法新340条１項)。

但し，株式会社については，実践上，従来通り

｢理事会報告制ないし「取締役会報告書」と呼

ばれる。

営業報告番の作成は，従来の「総会招集日の２０

１－１１１iまで」から，次のように変わった（期限につ

いては1983年調和化法では変災されなかったが，後の

1985年３lI1FIデクレ第85-295号第16条により変更さ

れた)。すなわち，会計監査役を有する会社の場

合，「総会招集1-1の１ケ月前まで」に，会計監査

役を有しない場合は「開催[1の151-1前まで」に実

施しなければならない。これは，前者のケースで

は，招集[1の1ケ月前までに会計監査役の利用に

委ねなければならず，後背のケースでは総会開催
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日15日前までに株主に送付ないし社員の利用に委

ねなければならないからである。

株式会社は会計監査役の設置を義務づけられて

いるから，営業報告書の作成期限は総会招集日の

１ケ月前である（1967年デクレ新243条)。従って，

1966年法律の当初規制より10日早められた。

営業報告書の内容の法的規制については，記載

すべき情報を一般的な形でしか示していないもの

(一般的要素）と，記載すべき情報を具体的に特定

しているもの（特定要素）が規定され，1966年商

事会社法の当初の規制に比べて内容が拡大され，

また，より具体化されている。

営業報告書の一般的要素：

これは，1966年商事会社法新340条２項（1983

年調和化法第２章商事会社に関する特則第３条により

改正）規定の項目と，従来の1967年デクレ第148

条規定の項目により構成される。

まず，前者の新340条２項規定の項目は1966年

商事会社法の当初の規制にはなく，1983年調和化

法により新たに加えられたものである。なお，当

該規定はすべての商事会社の営業報告書に適用さ

れる。

また，後者のデクレ148条規定の項目は従来か

らのもので変わっていない。当該規定は，「理事

会報告書」ないし「取締役会報告書」と呼ばれる

株式会社の営業報告書だけに適用される。

すべての商事会社の営業報告書に共通する記載

項目；まず，1966年商事会社法新340条２項によ

れば，「営業報告書は年度中の会社の状況，予見

しうる変化決算日と計算書類作成日との間に生

じた重要な事実，研究・開発に関する活動を説明

するものとする｡」と規定され，当該規定から次

の項目が記載すべき要素として挙げられる。すな

わち，

－経過年度の会社の状況

一予見できうる変化

一決算日と計算書類作成日との間に生じた重要

な事実

一研究・開発に関する活動

である。一般的な表現ではあるが，すべての商事

会社の営業報告書はこれら４項目に関する情報を

記載しなければならないことが新たに規定された。

株式会社の営業報告書に固有の記載項目；株式

会社の営業報告書（理事会報告書ないし取締役会報

告書と呼ばれる）の内容は，上述の共通項目に加

えて次のものを含まなければならない。この株式

会社に固有の項目は，従来の規制によるもので変

わっていない。

1967年デクレ148条1項によれば，「理事会は，…

(中略）…経過年度の当社の活動と場合によりそ

の子会社の活動，当該活動の成果，実現した進歩

ないし遭遇した問題並びに将来の見通しを明瞭か

つ正確に報告しなければならない｡」と規定され，

これから次の要素が記載項目として挙げられる。

すなわち，

－経過年度の当社の活動

一子会社の活動

一当該活動の成果

一実現した進歩

一遭遇した問題

_将来の見通し

の６項目である。これらも上述の共通項目と同様

一般的な形で表現されているが，株式会社の営業

報告書の作成にあたって，共通項目に加えて考慮

しなければならない項目である。

以上の一般的な表現による「一般的要素」以外

に，新たに特定の記載項目（特定要素）が規定さ

れた。

営業報告書の特定要素：

まず，（イ）子会社（filialesL参加会社（par‐

ticipations)及び被支配会社(soci6t6scontrol6esL

(ロ）株式の相互持ち合い（participationsr6cipr‐

oques）に関する通知と譲渡，（ハ）自己株式に

対する当社の取引，（二）株式の引受・購入のオ

プション，（ホ）一定の財務・見積情報，に関す

る情報の記載義務が新たに規定ないし拡充された。

以下，各記載項目について見てみよう。

（イ）子会社，参加会社および被支配会社に関す

る情報（1985年７月12日法律により拡充）

1966年商事会社法新356条と新356-3条によれ

ば，営業報告書は子会社，参加会社および被支配

会社に関して一定数の情報を記載しなければなら

ない。

すべての商事会社の営業報告書に共通する項目；

法人格を有するすべての商事会社はその営業報告

書に次のものを記載しなければならない。すなわち，
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－他の会社における重要な参加の取得と支配の

取得（同法新356条１項）

－当社，子会社および被支配会社の全体の活動

と成果（同法新356条２項）

に関する情報である。

まず，他の会社における重要な参加の取得と支

配の取得については，商事会社法新356条１項

(1987年６月１１]法律787-416号により最終改正）に

より，「会社が当期中に，フランス領土内に本社

を持つ会社における参加でこれが当該会社の資本

金のｌ／20,1／10,1／５，１／３，１／２に相

当する部分を取得する時，当期の活動に関して社

員に提出される報告書，場合により会計監査役報

告書においてその記載が行われる。」と規定さ

れた。

これにより，従来は50％の場合のみであったの

が拡大され，フランス領土内に本社を持つ他社の

資本金の５％，10％，２０％，33.3％，５０％のいず

れかに相当する株式を取得した場合には，その旨

を営業報告書に記載する義務が新たに課せられた。

また，当社，子会社および被支配会社の全体の

活動と成果の報告については，旧規定|司様同法新

356条２項により，「会社の理事会，取締役ないし

業務執行社員は，その報告書において，当社，当

社の子会社とそれが支配する会社の全体の活動と

成果を活動部門別に報告する｣。但し，「この会社

が連結計算書類を作成し公表している時には，前

述の報告は357-10条記載のグループ営業報告書

に含めることができる｡」と規定された。

これにより，子会社と被支配会社がフランス領

土内に本社を持つか否かに関わりなく】当社，そ

の子会社，被支配会社の全体の活動と成果に関す

る活動部門別の情報を営業報告書に記戦する義務

が引きつづき課せられた。また，当社が連結計算

書類を公表している場合には，これら情報をグルー

プ営業報告書に含めることが認められた。

なお，商事会社法新356条規定の情報を記載し

ていない営業報告書は同法481条により６ケ月～２

年の禁固かつあるいは２千～６万フランの罰金が

科せられる。

株式組織の会社に固有の項目；株式組織の会社

(株式会社と株式合資会社）の営業報告書は，さら

にその上，次の情報を記載しなければならない。

-1966年商事会社法新356-1条と新356-2条

を適用して受け取る情報に応じて，会社資本

金のｌ／２０，１／10,1／５，１／３，１／２，

以上を直接･間接に保有する個人・法人の氏

名（1988年１２月23日法律88-1201号により蝋終改

正された1966年商事会社法新356-3条）

－当期中に生じた変動（同法新356-3条）

－被支配会社の社名とそれらが保有する当社の

資本金部分（同法新356-3条）

である。すなわち，当社の会社資本金の５％，１０

％，２０％，33.5％，５０％以上を直接・間接に保有

する個人・法人の氏名とその変動，さらに当社が

支配する会社名と保有割合を株式会社の営業報告

書に記載する義務が新たに課せられた。これによ

り，当社の主要株主の構成と当社が支配する会社

が明かにされる。

なお，当該情報を記載しない営業報告書には，

1966年商事会社法新481-1条（1985年７月12日法

律により新設)により故意の場合に６千～12万フラ

ンの罰金が科せられる。

（ロ）株式の相互持ち合いに関する情報（1985年

７月12日法律により新設）

1966年商事会社法新法358条１項によれば，「株

式組織の会社は，他の会社が10％を超えて当社の

資本部分を保有しているならば，当該他の会社の

株式を保有できない｡」と規定され，一方が10％

を超える株式の相互持ち合いを禁止している。さ

らに，同法新356-1条１項の規定から，他の会

社の資本金の10％超を保有した会社は，当該状況

の発生から起算して１ケ月以内に当該他の会社に

通知しなければならない。

１０％超の参加の取得の通知は，もし参加の目標

となる会社が参加を行う会社の株式を保有してい

ないならば，目標となる会社にとって即時的影響

を持つものではないが，将来，参加を行う会社の

株式を取得することが禁止される。

これに対して，通知を受けた目標の会社が参加

を行う会社の株式を保有しているならば，1年内

に法の禁止する相互持ち合いを解消しなければな

らない。

関係当事者間で状況解決のために見解が一致し

ない場合，両者の内，資本金のより少ない部分を

保有する会社がその保有株式を譲渡しなければな
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②証券市場での取引

公式111場ないし第２市場上場会社が，商事会社

法新217-2条に規定する条件で，自社株式の株

I1iliを調整するためにＨ己株式を購入ないし売却す

る場合，年次総会捉川の営業報告譜には次の事項

を記載しなければならない（1981年12月30日法律に

より新設きれた1966年商4Ｉ会社法新217-4条)。すな

わち，

－ﾘｲﾉﾘ]'１』に購入・売却した株式数

一購入・売却の平均IIIi裕

一売買喪川額

一年度末に当社名義で登録されている株式数，

購入Ｉ１ｌｉ格で評Miされたその価格及びその額面

価格

一取得の理|ｷ|と取得株式に対応する資本金部分

である。なお，この情報を記減していない営業報

告書は，同法新454-1条によれば，２千～６万

フランの罰金が科せられる。

（二）株式の引受・111ﾎﾟ入のオプションに関する情

報（1970年l21j31[]法律により新設，1987年６月

Ｉ７ｌｌ法律により改正）

株式組織の会ﾈI:は，その従業員のために，株式

の引受購入の権利を与える「オプション」を認

めることが出来る（商１１｢会社法新208-1条～208-

8-2条，1967年デクレ新174-8条～174-21条)。

貯蓄に関する1987年６月l7l-l法律以降，株式組

織の会社は，上場の卯何を問わずすべて，その従

業員に株式の引受・聯入のオプションを認めるこ

とができる。

この場合，迎常株主総会で，認められたオプショ

ンの数，llli格とその受取人及びﾘ|受・雌入株式の

数を毎年知らせなければならない（1966年商事会

社法新208-8条，1967年デクレ新174-20条)。これ

により，当該情報の営業報告轡への記載義務が新

たに課せられる。

（木）一定の財務・）iL稜情報（企業の倒産の防止と

iiM停的解決に'1Mする1984年３)］１日法律により

新設）

前述のとおり，この法令により賓金計算書，見

穣資金計画表、見積成采計算弾流動資産（棚卸

涜瀧を除く）状Ull表と流動負伎状況表の作成義務

が新たに課せられた。これら会計書類は外部に公

表されるものではないが（1966年商事会社法新340-

らない。もし相互の株式保有割合が同一ならば，

各々が相互に10％を超えないようにその保有株式

を減少させなければならない（同法新358条３項ル

ー方の会社が他力の会社の株式を譲渡しなけれ

ばならない時，当該譲渡は，株式の１lx得から１ケ

月以内に実施された通知から起算して１年以内に

実施される（同法新358条４項，1967デクレ新2`１９条し

この10％超の相江持合い解iiliのための株式譲渡

に関する情報を営業報告書に記載する義務が新た

に課せられたのである（|ガデクレ新251条２項)。リイ

該情報は，また，会計監査役報告評でも報告される。

なお，この情報を故意に記載していない営業報

告書には，商訓i:会社法新'182条の規定により１６

千～12万フランの罰金が科せられる。

（ハ）自己株式に対する当社の取引に関する情報

（1981年1211301]法律により新設，1987年６）jI7

L1法律により一部改正）

①従業員への付与のための株式の購入

従業員の企業成果への参力IllliU度の枠|人|で従業貝

に株式を付与する会社や商卒会社法新208-1条

以下の規定の条,件でその株式の峨入オプションを

認める会社は，これらの|｣的のためにその'1已株

式を買い戻す。買い戻したrl己株式は，その１Ｍト

から起算して１年以内に、従業貝へ付与されある

いはオプションが認められねばならない（貯蓄に

関する1987年６月17卜|法律により改正された1966年商

事会社法新217-1条)。

1987年６月1711法律以降，」ﾐ場の有無にかかわ

らず，すべての会社は当該購入を実施できる。こ

の場合，年次通常総会提'１１の営業報告祥は次の情

報を記載しなければならない（商小会社法新217-

4条ル

ー当期中に購入した株式数

一平均購入1m格

一売買Y｝け１１額

一年度末に当社墹義で登録されている株式の数，

購入｛llli格で評｛lIiされるその価格及びその額iili

価額

一取得の理由と収得株式に対応する幾本金部分

である。なお，当該情報を記載していない営業報

告書は，1966年商事会社法新454-1条（1981年１２

月30[1法律により新設）により，２千～６万フラン

の罰金が課せられる。
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2条と新340-3条)，これらに関する情報を総会提

出用の「営業報告書」の中で分析し，報告しなけ

ればならない。

なお，作成義務のある企業は，決算日時点の従

業員が300人以上あるいは純売上高が１億２千万

フラン以上の会社である（1987年３月13日デクレ87-

169号により改正された1967年デクレ新244条)。

以上の新たに加えられたないし拡充された特定

記載項目の他に，1966年商事会社法の規制当初か

ら見られた特定項目がある。（へ）計算書類の作

成様式と評価方法における変更，（卜）税務上の

控除不能費用，（チ）最近３年度の配当額と税額

控除額，に関する情報がこれである。

（ヘ）計算書類の作成様式と評価方法における変更

1966年商事会社法新341条によれば，商法典の

第11条に規定する条件で，年次計算書類の作成様

式・方法に変更が行われた場合，営業報告書にこ

れを記載しなければならない。当該義務は，旧

341条に規定されていたものと基本的に変わって

いない。

（卜）税務上の控除不能費用

租税一般法223-5条によれば，税務監査の結

果，税務上の費用と認められなかった費用あるい

は課税所得に戻し入れられた費用がある場合，こ

れを営業報告書に記載しなければならない。

当該規定は，1965年７月12日法律65-566号に

より設けられたものであるので，1966年商事会社

法の規制当初から記載が義務付けられていた情報

である。

（チ）最近３年度の配当額と税額控除額

租税一般法243-2条によれば，「各年度の成果

の処分のために社員ないし株主総会に提出される

報告書とこれに付される議決案は，前の３年度の

配当額と対応する税額控除額を記載しなければな

らない｡」と規定され，法人税の課せられる商事

会社の営業報告書は，最近３年度に支払われた配

当額とこれに対応する税額控除額を記載しなけれ

ばならない。

当該規定も同様に，1965年７月１２日法律65-

566号により設けられたものであるので，1966年

商事会社法の規制当初から記載が義務付けられて

いた`情報である。

以上，1966年商事会社法以降の理事会報告書の

規制を見てきた。当該法律以降の法的規制は，特

に1980年代に入ってＥＣレベルでの会計規制の調

和化と当該規制の国内化企業集団規制の強化等

の影響を大きく受けてきた。

従来の「理事会報告書」の名称は，法律上，す

べての商事会社を対象とした「営業報告書」と規

定された。もっとも，株式会社の営業報告書は実

践上依然として「理事会報告書」と呼ばれている。

株式会社の営業報告書の内容の規制については，

従来の一般的表現による記載項目がさらに増えた。

すなわち，従来の「経過年度の当社の活動，子会

社の活動，当該活動の成果，実現した進歩ないし

遭遇した問題並びに将来の見通し」に加えて，新

たに「経過年度の会社の状況，予見できうる変化

決算日と計算書類作成日との間に生じた重要な事

実，研究・開発に関する活動」が課せられた。新

記載項目の前２項目は従来の記載項目と重複する

が，後の「決算日と計算書類作成日との間に生じ

た重要な事実と研究・開発に関する活動」は実質

的に新たに加えられたものである。

これら一般的な表現による記赦項目の明示から

は，現在の「株主に対する事業活動の状況と結果

の報告」と将来の株主である「投資家への情報提

供」の観点という1966年商事会社法の当初規制の

特徴が見い出される。

しかし，より重要な点は，この一般的な表現に

よる記載項目の他に，新たに一定の記載項目を具

体的に特定したことである。これは一部を除いて

従来見られなかった点であり，既述のとおり，企

業集団規制の強化インサイダー取引規制，企業

倒産の予防，従業員の貯蓄保護等の特定の目的で，

新たに開示義務が課せられたものである。

まず，「子会社，参加会社及び被支配会社に関

する情報」及び「株式の相互持ち合いに関する情

報」の規制は，企業集団規制の強化を目的とする

ものである。企業集団規制は，子会社ないし被支

配会社の「小数株主｣，「従業員」あるいは「債権

者」の保護を目的とする(7)。すなわち，子会社，

被支配会社の小数株主は，グループの名の下にこ

れら会社を犠牲にして実施される政策により，そ

の利益を害される危険性がある。また，業績の悪

い子会社の従業員は，グループの名の下で整理・

解雇される危険`性がある。さらに，子会社ないし
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被支配会社の債権者は，親会社ないしグループの

他の会社への資産・所得の移転により，その利補

を窯される危険性にさらされているからである。

「１１己株式に対する当社の取引に|腱ＩするＩ１１ｊ報」

のｿjllljllは，「投盗家の保護」のためのインサイダー

iMljlillの点からjlr要である。

「株式のり|受・職入のオプションに側する１１１;jiili」

のiljMillは「従業風の利益保護」の点から求められ

るものである。

岐後の「一定の財務・見稚情報」の;lIiIIljllには，

成果，幾余等の見穣情報に関する分析の記ilik鐡務

付けにより企業倒産を予防する目的から，「(!〔椛

粁|）I(談」の時徴が見出される。また，兄柵１１j報は

｢投盗家への情報提供」の点からも重要な役割を

右する。

ｂ・簸近５年度の成果一覧表

当'1該一覧表が営業報告書に添付されなければな

らないのは従来の規制と同様である。但し，》'1初

の法規定のモデル(8$は1985年３１j１日デクレ第85-

295号により廃止された。

しかし，これにより会社が白１１１に当該一党衣を

作成できるかといえばそうではない。ＣＯＢ（フラ

ンス証券lMl委L1会）により，プラン・コンタブル

の７｣くすモデルに準拠すべきことがiiljfIfされている。

このモデルは111法規制モデルとほとんどllil-と考

えられる１９１°

Ｃ・会計臆在役報告書

会計監査役の「一般報告書」は。総会ijiil5111111

本社に寄託される。また，総会終.｣'後は，計猟'１：

類の承認後１ケ月以内に裁判所書記課に提|Ⅱする

義務がある（1967年デクレ新293条)。これは1983年

調和化法により新たに義務付けられた点である。

；11該報告稗の記載内容についても，1983年調和化

法により改正された。

会計雛在役の主要職能は1966年商小会社法新228

条（1983年調ｲⅡ化法によ})改已ilZ）に規定されている。

それによれば，

.「会i汁騰奔役は年次計算:i'『類が｣lﾂjlかつ１Ｗミ

であり，当年度の蛎業の成果および年皮末に

おける会社の財務的状》il並びに資産・fMjhiに

ついて誠実な概観（imagefid61e）を与えて

いることを証明するものとする（雛1,m)｡」

・「会社がその計算書類に連結計算.i1ﾄﾞ類を'１Ｍ$

している時は。会計監査役は，また，111該連

結計算書類が正規かつ真実であり，連結の範

囲に含めた企業全体の登産・負伎，財務的状

況及び成果につき誠実な概観を与えているこ

とを証1ﾘjするものとする（露２〕、｡」

「会計朧査役は業務執行に対するあらゆる側

いを除き，会計上のⅢi値及び会計'|Ｉを鰍を検証

し，会計と現行規定との合致性をlMf炎する使

命を右するものとする。会計朧盗役は，また，

埋211:会（または取締役会）の営業報杵:１'１:及び

１Ｍ･務的状ｶﾞﾑと年次計算:１１「類につき株主に発送

される群類の中に与えられているＷｉ報のＪＩＬ爽

性，及びこの情報と年次計j属{瀬との合致性

を検証するものとする（第３頃)｡」

である。

そこで，同法新157条２項によれば，会計監査

役は，通常株主総会への報告番の『|'で、第228条

により課せられた使命を遂行した旨を記ilikしなけ

ればならない。また，1967年デクレ新第193条（1

983年調和化法により改正）によれば，会1;'一監査役

は株主総会提(1)の報告書の｢'７で，次の淑項に|側し

てI犯戦しなければならない。すなわち，

－i汁騨:iI卜類(年次計算ilf類と連結計鋒iIlF類)のiill11ﾘ］

－l1l1lli会報告譜，株主に送付される,'|:類の''１の

IiiliiliMで会社の財務的状況や計Ij満'ﾄﾞ類に側する

Ｉｉ１ｊ報の真実性とこれらの年次計算:,'$類との介

致性

である。これら二つの点については，1966ｲ'２商Ｊｊｉ

会仕法の』'1初の規制と基本的には''1じであるが，

臘在の｢i'身が質的に変わった．つまり，監査対象

の会計譜類として注記・附属明細課と連結計算:蒋

類が新たに加えられ，また，証ﾘ]すべき点として

従来の「正規性」と「真実性」に加えて，「誠実

な概観」という概念が新たに導入された。当該概

念は，ＩＤＯ第４号指令を通じて導入されたもので

あIﾘ，もともとイギリス会社法会計の基礎的婆iiIf

lIj(11|Iである「真実かつ公正な概観（trueandlair

ViOW)」からきているUo1

』'1該ｉＩＵｌｉ念の灘入によ})，利}１J者志|ｲﾘ的会iil･の必

典性がMHまＩﾘ，法的妥求を超えてあるいはこれに

とらわれず，利111者の情報ニーズに応えていくに

あたっての会計専門家としての高度な判断の行使

が求められることとなった。
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なお，会社の状況に関して虚偽の情報を故意に

提供ないし追認するすべての会計監査役は，当初

の規制と同様１年～５年の禁固かつ２千～1万２

千フランの罰金あるいはこれら２つのいずれかを

科せられる（1966年商事会社法457条)。

さらに，以上の記載項目の他に会計監査役の一

般報告書には次の情報を記載しなければならない。

すなわち，

－フランス領土内に本社を持つ会社における資

本金の５％，１０％，２０％，33.3％，５０％以上

に相当する参加の取得あるいはそのような会

社の支配の取得を記載すること（1966年商事

会社法新356条)。

－会社資本金の５％，１０％，２０％，33.3％，５０

％以上を直接ないし間接に保有する個人・法

人の身元を述べること。当期中に生じた変化

を明らかにし，被支配企業の社名とそれが保

有する資本金部分を示すこと（同法新356-3

条)。

－同法第95条と130条の規定のあらゆる違反を

株主総会に通告すること（1988年１月５日法律

88-15号により改正された1966年商事会社法新９７

条と132条)。

－評価方法等年次計算書類の作成方法の変更を

その報告書で指摘すること（同法新341条ル

ー株式相互持ち合いに関する1966年商事会社法

新358条と新359条の適用において，会社の行

う譲渡を総会に知らせること（1967年デクレ

新251条２項)。

－幹部がそれを言い落とした場合，税務監査の

結果，控除可能費用から除外ないし課税所得

へ戻し入れられた費用の総額を総会に知らせ

ること（租税一般法223-5条）である。

なお，会計監査役の一般報告書が不作成ないし

不完全な場合，総会の採決は無効となり，また，

報告書提出の遅延の場合，総会は取り消される

(1966年商事会社法173条第２項)。この点は当初の規

制と同一である。

他方，会計監査役は幹部の犯した違反を総会提

出の報告書の中で明らかにしなければならない。

この義務を怠れば民熟責任を負う（同法新234条第

２項)。

以上，1966年商事会社法以降の会計監査役一般

報告書の法的規制を見てきた。当該法律以降の法

的規制は，前述の営業報告書の規制と同様，ＥＣ

レベルでの会計規制の調和化と当該規制の国内化

企業集団規制の強化等により大きく影響を受けて

きた。

すなわち，計算書類の証明，営業報告書や株主

送付書類における財務情報の真実性と計算書類と

の合致性の表明等の点では従来の規制と基本的に

は同じであるが，監査対象の会計書類として「注

記．附属明細書」や「連結計算書類」が新たに加

えられ，さらにＥＣ第４号指令の国内化の結果，

イギリス流の「真実かつ公正な概観」に相当する

｢誠実な概観」の概念が導入された。これにより，

会計監査役の専門家としての判断の重要性が高ま

るものと見られる。また，営業報告書の規制に関

連して当該報告書の特定記載項目について，例え

ば，自社の主要株主や他社への資本参加等に関し

て会計監査報告書でも言及する義務が新たに課せ

られた。

。．決算書類

1966年商事会社法以降の決算書類の法的規制に

ついては，ＥＣ会社法第４号指令（年次計算書類）

を国内化する1983年調和化法とＥＣ会社法第７号

指令（連結計算書類）を国内化する1985年１月３

日法律により大きく改正された。また，年次計算

書類の作成義務付けは，企業集団規制の強化の観

点からも重要である。

会計規則の基本的枠組みは，1983年調和化法と

同年１月29日適用デクレ，一般会計に関するプラ

ン・コンタブルの規定を承認し企業に義務づける

1982年４月27日省令により構成され，さらに，こ

れらに関係する法令として，企業の倒産の防止と

調停的解決に関する1984年３月１日法律とその

1985年３月１日適用デクレ，連結計算書類に関す

る1985年１月３日法律とその1986年２月17日適用

デクレがある。

1983年調和化法により，「一般経営計算書｣，

｢損益計算書」および「貸借対照表」の構成は

｢貸借対照表」「成果計算書」および「注記・附

属明細書」の構成に変わった。1983年調和化法は

これら３つの決算書類を「年次計算書類」と称する。

（イ）年次計算書類の規制

「年次計算書類」の規制については，1983年調
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か，その情報ニーズに応えるためには何が必要か，

等について専門的な判lll7が必要となる。また，会

計規定からの離脱も生じうる。

従って，イギリスの「其実かつ公正な概観」の

概念に７W1当する「誠実な概観」の概念の導入によ

り，利用蒋指|(ｌ性の商まり，経営責任者の責任の

増大，会計専門家としての監奔人の判断の重要性

の端大，等の影紳が生ずるものと見られる。

計算書類の側iniでは，lMl々の企業の環境を考慮

した上で，常に「誠実な概観」を追求することが

企業l11llに求められ，その際，必要となる「迫力Ⅱ的

な情報」や「補足情細を収容する役割が「注記・

附属|ﾘ]細諜」に課せられている。すなわち，それ

は，貸借対照表及び成采計算轡とともに年次計算

書類を織成し，貸併対照表や成采計算書等の数値

化された書類をi12jlM:に理解するために必姿なあら

ゆる説明を含むものである。いわば，計算諜類の

読者の案内役としての役割を有している。また，

注記・附)|蝿Iﾘ|細普は貸併対１１(〈表および成果計算課

に記載されているI1ii報を必要に応じて補完する。

これは税法の計算や[f類に対する影響を理由に実施

される洲整にとって特に顛要である。

このような役割を右する注記・附属明細譜は貸

借対照表および成果計算ﾂﾞﾄﾞとともに乖離不能な全

体を構成する。従って，これら３つの諜類が提供

する情報のMIIでl1il質性が確保される必要がある。

注記・附属ｌＩｊ細諜については，利用者のニーズ

や企業の現笑及びその禰動に適合し，企業の財政

状態と成果に関するすべての璽要な情報を含むこ

とが求められているが（同デクレ24条)，最低限必

要な内容は次のように法的に規制されている。

1983年調和化法の規定による情報：

①会計規定の適用が誠実な概観の原則に鑑み

て不十分な時の迫力|Ｉ的な情報（商法典新９条

６項）

②誠実な概観を提供するのに不適切である会

計規定の離脱

③年次計算脊類の表示と評価力法の変更（商

法典新]1条）

1983年調和化法適川のためのデクレの規定によ

る情報：

①製造原価に念まれる財務愛用（商法典適川

デクレ７条２項）

和化法により非常に詳細な規定が設けられた。す

なわち，その定義（商法典第９条)，評(llli規則（|可

12条)，会計諸原則（商法典第９条以「）その内の

｢,l旦規性（r6gulariL6)｣，「真実性（sinc6rit6)」お

よび「誠実な概観（imagefid61e)」（'１１９条)，

｢継続性」（同11条)，「総額表示」（同13条)，「19li1T

貸借対照表の不変性」（同13条)，「|真重性」と「経

営の継続性」（|i114条)，「事業ｲ|莨度の特定化」（何

15条)，さらに，減価償却と引当金（商法典適Il1デ

クレ８条）等がこれである。

また，「貸借対照表」の蝋''711については分類埜

準と項目（何デクレ10条～13条)，「成果計算譜」に

ついても同様に分類基準と項｢Ｉ（同デクレ14条～

16条）が詳細に規定され，「注記・附属|ﾘ]紬11ﾄﾞ」

の簸低限必要とされる内容（何デクレ９条他）も

規定された。

1983年調和化法により新たに導入された「誠実

な概観」の概念は，フランス企業会計に大きなイ

ンパクトを与えた。「誠実な概観」のlllK念はイギ

リス会社法上の「真実かつ公jlfな概観」に;＃二1÷1ｲす

るものである。

野村教授によれば，「イギリスは従来|雌|によっ

て行われる会計を承祝し，笑務を尊重する会計が

基調となってきた。具体的な評{llli方法や計算杏類

の様式についての正確なシェーマを厳格な法＃,lllill

で課すことは不適切であり，むしろ不ＩＩＪ能である

とさえ考えられてきた。用いるべき方法は実務か

らり|き出されるべきであって，企業の活動や性質

によって限定されるべきものとされたul1｡」との

特徴が指摘され，このようなイギリスの会計環境

の下では，法律は基礎的な一般原則を規定するだ

けで，他は個々の環境において何が最も適切かに

ついて企業責任者，濫盃人の判断に委ねる方式が

適切なものとして受け入れられてきた。すなわち，

企業を取り巻く環境の不確実性，多様性等の婆|人｜

を考慮すれば法律で詳細に規定するよりも』!L礎的

な一般原則としての「其実かつ公正な概観」を与

えるべく企業側の会計上の判断に委ねたほうがよ

1ﾘ適切と考えているのであるＵ２)。

この概念が有効に機能するためには，企業幹部

や朧盗人の高度な専門的判断が求められる．例え

ば，どのような情報が有用であるのか，いかなる

情報がどのような利用者により求められているの
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②成果に戻し入れられた減価償却費（同デク

レ８条５項）

③貸借対照表の数項目に属する資産・負債項

目（同デクレ10条）

④組織費，応用研究・開発費，暖簾の項目の

構成要素（同デクレ19条４項）

⑤５年超の期間に償却される応用研究・開発

費（同デクレ19条５項）

⑥社債償還益の償却方法（同デクレ21条）

⑦費用・収益の見越計上（同デクレ23条）

リース取引の公表に関する1972年７月４日デク

レ第12条（商法典適用デクレ53条により改正）によ

る情報：

簡易注記・附属明細書の制度の適用を受けない

商事会社で営業用の設備・プラント，不動産を入

手するためにリース取引を用いる会社は，注記・

附属明細書に次の情報を記載する。

すなわち，

①契約時のこれら資産の価額

②当期のリース料と前年度までのリース科の

累積額

③もしこれら資産が企業により取得されてい

たら年度末に計上されたであろう減価償却費

と前年度までの減価償却累計額

④引き続き支払わなければならないリース料

の決算日の評価額と契約書に規定されたこれ

ら資産の残存購入価格の評価額。この情報は

一年未満，一年以上五年未満，五年以上に振

り分けられる。

である。

（ロ）貸借対照表の附属情報

次に，貸借対照表に附属しなければならない情

報として次の情報を挙げることができる。

－子会社・参加会社明細書（1966年商事会社法

357条）：

当該明細書は1966年商事会社法の当初の規iillか

らその作成が義務付けられていた。また，そのモ

デルも1967年デクレに規定されていた。しかし，

1983年調和化法適用のためのデクレ24条11項がそ

の内容を新たに規定し，上記規定は連結計算書類

に関する1985年１月３日法律により廃止された。

-1984年３月１日法律第５条規定の情報：

①当社の提供した保証金,裏書,保証の一覧表

②当社の提供した担保一覧表（1966年商事会

社法新340条第１項）

－有価証券明細書と利益処分表（公式市場上場

会社）：

1966年商事会社法新341-1条１項（1984年３月

１日法律により新設）により，上場会社はこれらを

年次計算書類に附属せしめなければならない。こ

れら会社は，また，総会提出の利益処分表も附属

せしめなければならない（同法新341-1条２項)。

－有価証券明細書（公式市場上場会社の子会社)：

公式市場上場会社の子会社でその資産総額が２

千万フランあるいは保有有価証券の棚卸価値ない

し市場価値が２百万フランを超える会社は，上場

のいかんを問わず，その年次計算書類に有価証券

明細書を添付しなければならない（1984年３月１

日法律第341-2条)。

（ハ）簡易年次計算書類

商法典新10条３項によれば，年度末に，デクレ

に定める３つの基準のうち２つについてデクレの

数値を超えない企業は，簡易年次計算書を採用す

ることができる。これは1983年調和化法により認

められた新しい措置である。

1983年調和化法適用のためのデクレ新17条の規

定は次のように基準の数値を規定している。すな

わち，

①簡易貸借対照表と簡易成果計算書

・資産総額150万フラン

・純売上高300万フラン

・当期の平均正従業員数１０人

②簡易附属明細書

・資産総額１千万フラン

・純売上高２千万フラン

・当期の平均正従業員数５０人

である。簡易貸借対照表と簡易成果計算書かつあ

るいは簡易附属明細書の作成が認められるために

は，上記の資産，売上，従業員の３つの基準数値

のうち２つをクリアーしなければならない。簡易

附属明細書の基準が厳しくなっている。

なお，簡易貸借対照表と簡易成果計算書の内容

(1983年調和化法適用のためのデクレ18条)，簡易附属

明細書の内容（同デクレ26条）は法定されている。

（二）連結計算書類

連結計算書類の規制は，ＥＣ第７号指令の国内
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化のための1985年１月311法律によ1ﾂ全面的に改

正された。さらに，1986年l21j911省令が|韮1家会

計審議会の設定した連結計算書類に関する方法を

承認した。

連結計算:iIf類とグループ営業報告書の作成義務

は，会社が単独でまたは他の数社と父lilで支配す

る時からあるいは当該会社に著しい影響を行使す

る時から，すべての商事会社に課せられる（1966

年商事会社法新357-1条)。

但し，公式市場上場会社を除いて、グループの

下位に位置する会社及び小グループについては当

該義務が免除されている。グループの下位に位置

する会社の条件を満たすためには，その親会社が

連結計算書類を作成・公表していること（1967年

デクレ新248-13条)，被支iIiB企業の少なくとも資本

金のｌ／10以上を保有するｌ人以｣二の株主ないし

社只がそれに反対しないことが必要である（1966

年商〕)『会社法新357-2条１項)。

また，小グループの条件を満たすためには，親

会社とそれが支配する会社全体で，連続２事業年

度について，次の３つの轆準の内２つの条件をiiMi

たきなければならない（同法新357-2条，liilデクレ

新248-14条)。すなわち，

・従業員が500人以下

・売上高が２億フラン以下

・資産総額が］億フラン以下

である。従って，「'１小会社については当該;11:類の

螂作成義務が免除されている。

連結計算諜類の作成・公表は，1986年２)１１７１１

デクレの規定（1967年デクレ新248-1条～新2ｲ8-

13条）とプラン。コンタブル（1986年12)１９１１樹令

により補完）に従って実施される。また，グルー

プ営業報告書も作成しなければならない（1966年

商事会社法新357-10条)。その際，年次計算諜類と

Ｉｉｆ１様，正規l′}i，真実性，誠実な概観の提供が求め

られる（同法新357-6条)。なお，作成'1は連結会

社の年次計算:iIf類と'7りじ日である。

また，1966年商X11:会社法新168条の規定に従っ

て，連結計算書類は株主に伝達されなければなら

ない。さらに，｜TII法新157条により，これを株主

総会に提出する義務が課せられた。'但し，承認は

連結書類を除外して実施できるものとされている。

なお，連結計算書類の監査については，会計膿

査役が当該書類の正規性，真実性，誠実な概観を

証|リル，グループ営業報告誉の情報の真実性と連

結計算ﾂﾞﾄﾞ類との合致性を検証しなければならない。

以上，1966年商事会社法以降の決算諜類の法的

規制を凡てきた。当該法律以降の法的規制は，前

述の「営業報告評」及び「会計監梨殿-一般報告譜」

の蝋lIillとＩＴＩ様，ＩＤＣレベルでの会計蝋iliⅡの調和化

と｣'1該規制の|:Ｆ１内化企業集IJI鋭制の強化等の影

騨を大きく受けてきた。

すなわち，ＥＣ第４号指令の|韮|内化による「誠

実な概観」の導入と「注記・附属明細書」の重視，

]]Ｃ第７号指令の国内化による連結計算書類の作

成義務付け等である。特に，「誠実な概観」の概

念の導入は，利11j者志向性の,断まり，経営幹部の

責伍の増大，監査人のﾍﾘ門家としての判断の重要

性噸大等，企業会計に大きなインパクトを与える

ものと見られる。

他方，商事会社法の会i汁規制はすべての商事会

社に適用されることから，「'１小会社の負担軽減を

llxlる1二Ｉ的で，「簡易年次計算書類」制度や連結計

算瞥類作成義務の免除を認め，大会社と中小会社

の会計A1iMlillを区別した点も重要である。

他方，1983ｲ|笹調和化法の蝋lIillにより新たに多く

の会計規定が法律の条文に盛り込まれた。また，

貸借対照表，成果計算ｉｌｉ:の分類雑準と項目が条文

に規定され，注記・附属明jWll群の記載情報も法律

で一部が規定された。

経常蛍征考や朧盗人の高度な専門的判断に重き

を掻くイギリス流の「誠実な概観」を導入する－

力，法律に評$|Ⅱな会計規定を新たに設ける大陸法

系の会計制度独特の特徴がここに見い出される。

０．特別報i'7譜

これについては基本的に変わっていない。

以上，ＣＯＢ設立以降の企業年次報告書の法規

制を，1966年商\【会社法とそれ以降の法令との関

連で考察した。年次報告譜自体が法的規制の対象

となっていないのは従来の規制と同様である。つ

まり，法的に規制されているのは年次報告:１１『収容

のIliil々の報告書・諜類である。

これら報告群．ｉｌｒ類の規制は，1980年代に入っ

て，ＥＣレベルでの会計規制の調和化と当該規制

のｌｌＺｌ内化，企業;集団規制の強化，インサイダー取

引規制，企業倒産の予防，従業上ｌの利益保護等の
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目的から，大きく変わった。

まず，「営業報告書」の法的規制の分析から，

従来の「株主・投資家保護」的な一般的な表現の

記載項目に加えて，新たに「小数株主保護｣，「債

権者保護｣，「従業員保護」を目的とする記載情報

を特定した点が明らかとなった。この点から，

｢営業報告書」が多様な情報利用者の「主要情報

伝達媒体」となる傾向が見い出される。この特徴

は，前節で分析したとおり，1966年商事会社法制

定以前からフランス企業の年次報告書の実践に見

られた特徴である。

次に，「会計監査役一般報告書」の法的規制の

分析からは，ＥＣ会社法第４号指令と同７号指令

の国内化により会計監査の内容が質的な変化を経

験した。すなわち，計算書類が「誠実な概観」を

与えることについて，会計専門家としての高度な

判断が求められる。この影響を受けて，会計書類

の監査証明や営業報告書の中の財務情報の検証に

係る報告という従来の役割は不変であるが，「営

業報告書」の役割の多様化とともに，会計監査役

報告書も，例えば,財務情報に限定されない主要

株主や資本参加等に関する報告の義務が課せられ

る等，その役割を多様化してきたと見られる。

最後に，決算書類の法的規制の分析からは，ＥＣ

第４号指令と同７号指令の国内化により「誠実な

概観」が導入されⅢ当該概念の導入は利用者志向

`性の高まり，監査人の判断の重要性の増大等，企

業会計に大きな影響を及ぼすものと見られた。

このように，営業報告書の多様な情報の主要伝

達媒体化会計監査役の専門家としての判断の重

視，計算書類の利用者志向化等の特徴が，特に19

80年代の各報告書・書類の法的規制に見られる特

徴である。［未完］

「理事会」の方式の株式会社と「取締役会十監査役

会」方式の株式会社である。前者はフランスの伝

統的な形態であり，後者はドイツを手本に新たに

フランス法に導入されたものである。しかし，実

践では「理事会」方式を選択する株式会社が大部

分で，1989年の国立統計経済研究所（INSEE）の

データによれば，「取締役会十監査役会」方式の

株式会社は全株式会社のわずか１％にすぎない

（ＭｅｒｌｅＰ.,DroiZcommercmJJ99qp､359.)。

（３）M6mentoPratiqueFrancisLefebvre， 

CompZabに1991,p､958.

（４）これら見積財務情報書類の作成時期は次のと

おりである。すなわち，半期書類としては流動資

産状況表と流動負債状況表が挙げられ，各半期終

了後４ケ月以内にこれを作成しなければならない

（1987年３月13ロデクレ第87-169号により修正きれ

た1967年デクレ新244-1条)。

年次書類としては，資金計算轡，見積資金計画表，

見稚成果計算書が挙げられる（同デクレ新244-1

条)。このうち，資金計算書は年次計算書類と同時

に決算日後４ケ月以内に作成され，見積資金計画

表と見積成果計算書は年度開始後４ケ月以内に作

成されなければならない。その上，見積成果計算

書は下半期の開始後４ケ月以内に修正する。

見積財務情報書類の作成様式については，１９８５

年３月１日デクレがその規則を定めている（同デ

クレ新244-3条)。まず，表示と作成方法は正当

な理由なく変更できない（報告書の中で説明する)。

さらに，資金計算書，見積資金計画表，見積成果

計算書の項目は前年度同一項目の数値の情報を伴

う。流動資産状況表と流動負債状況表の項目は，

前２半期の数値の情報を伴う。

これら書類は，会社の資産の状況，その見積成果

および資金調達の手段と見積りを明らかにする。

必要ならば，年次計算書類に含まれるデータと比

較するために追加的な情報が提供される。

伝達先は，会計監査役と企業委員会である（1966

年商事会社法新340-2条と新340-3条)。

（５）多くの会社は，連結データを重視した一つの

営業報告書を作成していることが指摘されている

（collectionVilleguerin-RevueFiduciaire， 

Ｌ,cLppro6QtZo〃descompZesl989Ⅲｐ､40.)。

（６）C1uzelJ.，ＬａＺｏｆｄｂ１９８７ｓｕｒＪ'6pα噌几ｅ

〔注記〕

（１）これについては，拙稿「フランスのデイスク

ロージャー制度における証券取引委員会の役割一

株主総会時の情報の整備(2)－」法政大学経営学会

「経営志林」第30巻第１号（1993年４月）133-135

頁を参照されたい。

（２）1966年商事会社法では，株式会社の機関の形

態として二つの方式を規定している。すなわち，
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1987,ｌｉｖｒｅｌＬ参照。

（７）ＭｅｒｌｅＰ.，。p・ciZ.，ｐ535.

（８）これについては，柵稿「フランス証券IlX3l委

員会の開示政策」法政人学経営学会『経衡志林」

第29巻第２号（1992年７月L207頁を参照されたい。

（９）新モデルについては，野村健太郎箸『フラン

ス企業会計」「'１央艤済社1990年，481頁を参照され

たい。

(10）「誠実な概観」の概念とそのフランス企業会

計上の意義については,野村健太郎箸:前掲１１『,２２７－

251頁を参照されたい。

(１１）野村健太郎箸，前掲轡，229頁。

(12）野村健太郎箸，前掲書，231頁。
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